
（別表１）事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

１. 現状 

（１）地域の災害リスク 

  
①地域の概要・立地（米子市㏋より） 

 米子市は、鳥取県の西部、山陰のほぼ中央に位置し、南東に中国地方最高峰の大山、北に日本海、西にコハ

クチョウ渡来南限地でラムサール条約登録の中海を有する、豊かな自然環境に恵まれた街である。 

市の大半は平坦な地形で、東にある標高751.4メートルの孝霊山とそれに連なる大山の山裾、また南部に標

高100メートル程度の山が点在する程度である。その一帯には、大山や中国山地に源を発する日野川のほか、

法勝寺川、佐陀川、宇田川などが流れ、日本海へと注いでいる。 

 

 
（出所：国土交通省地籍調査状況マップ） 

②気象概況 

 日本海側気候の中では比較的温暖な地域であり、令和 2年～令和 6年の平均気温は 16.3℃となっており、

平成3年～令和2年の平均気温 15.4℃と比べ0.9度高くなっている。同じく令和2年～令和6年の年平均降

水量は1,773㎜となっており、平成3年～令和2年の平均降水量1,757㎜と比べて16㎜増えている。降水量

は、以前と比べて梅雨期を中心とする夏季(6～8月)に集中してきており、台風期（9月）や降雪期(12～2月)

は減少している。 

     
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

平均降水量(mm) 124.8  94.8  118.2  136.9  120.2  172.4  316.1  169.3  155.3  121.3  118.2  125.9  

平均気温（℃） 5.5  6.2  10.0  13.9  18.6  18.6  23.2  28.7  24.9  18.0  13.1  7.1  

 

(気象庁ホームページより作成) 
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③災害リスク 

（洪水：ハザードマップ） 

当市のハザードマップによると、最大規模の洪水が

発生した場合、米子商工会議所が立地し、商業・サー

ビス業が多く集積する市中心部および宿泊業が多く

集積する皆生温泉地区にかけては、広範囲で 0.5ｍ～

3ｍ以下の浸水が予想される。中でも、日野川・法勝寺

川・小松谷川に隣接する地域では 3ｍ以上の浸水が想

定される場所がある。 

市の主な工業集積地のうち、「崎津地区中核工業団

地」、「米子港・旗ヶ崎工業団地」は、0.5ｍ以下の浸水

が想定される地域、「流通業務団地」は、0.5ｍ～3ｍの

浸水が想定される地域に立地している。 

 

 

■想定される大雨の雨量                （出典：米子市・日吉津村洪水ハザードマップ） 

対象河川 想定降雨 作成日 

日野川・法勝寺川 日野川流域の48時間総雨量519㎜ 日野川河川事務所、平成28年6月9日 

中海 中海・宍道湖流域の48時間総雨量505㎜ 出雲河川事務所、令和2年6月17日 

佐陀川・精進川 佐陀川流域の24時間総雨量607㎜ 鳥取県、平成30年6月5日 

加茂川・旧加茂川 加茂川流域の48時間総雨量724㎜ 鳥取県、平成30年6月5日 

小松谷川 小松谷川流域の24時間総雨量623㎜ 鳥取県、令和2年9月8日 

宇田川 宇田川流域の1時間総雨量65.3㎜ 鳥取県、平成27年3月 

 

 

（津波：ハザードマップ） 

市北部は日本海に面しており、佐渡島北方沖断層、鳥取県沖東部断層、鳥取県沖西部断層において、最大クラ

スの巨大地震が発生した場合、津波の被害が発生する可能性がある。津波が発生した場合、美保湾沿岸部地域一

帯で1ｍ未満の浸水が予想され、宿泊業が集中している皆生温泉地区では3ｍを超える浸水の恐れがある。 

 

■想定される津波の高さ、到達時間    （出典：米子市・日吉津村津波ハザードマップ） 

断層の種類 マグニチュード 最高津波高 
津波到達時間 

初期波 最大波 

佐渡北方 M8.16 
米子市  4.7m 110分 175分 

日吉津村 4.9m 113分 182分 

F17 M7.78 
米子市  2.6m 137分 191分 

日吉津村 2.2m 141分 210分 

F24 M7.86 
米子市  2.6m 128分 148分 

日吉津村 1.8m 130分 148分 

F28 M7.67 
米子市  2.8m 121分 185分 

日吉津村 2.6m 122分 185分 

F55 M7.48 
米子市  1.7m 21分 29分 

日吉津村 1.4m 24分 61分 

 

 

 

各河川等の浸水予想範囲図 



（土砂災害：ハザードマップ） 

米子市のハザードマップによると、卸・小売業の多い米子商工会議所が立地する市中央部から、市東部の

淀江町地区の山間部等に土砂災害警戒区域に指定されている場所があり、土石流やがけ崩れ等、土砂災害が

生じる恐れがある。市東部に立地している「石州府工業適地」の隣接地の一部が、土砂災害警戒区域に指定

されている。 

 

（地震：J‐SHIS） 

平成12年に鳥取県西部地震で大きな被害を受けたものの、ハザードステーションの防災地図によると、

米子市全域において震度6弱以上の地震が今後30年間で発生する確率は26%未満となっている。 

 

（原子力災害） 

米子市弓ヶ浜半島の大部分は、島根原子力発電所のUPZ（緊急時防護措置を準備する区域）に含まれてお

り、万が一の災害に際し、市民の身体、生命、財産を守るための対策が必要とされる。米子市では、「米子

市地域防災計画（原子力災害対策編）」を策定しており、原子力災害に対する備えや、万一、島根原子力発

電所で何らかの事故が発生した場合の対策と指針を定めている。また、「米子市地域住民避難計画（島根原

子力発電所事故対応）」において、UPZ 内の住人の避難に関する運用部分について計画している。UPZ 内に

は、米子市の主な工業集積地である「和田浜工業団地」、「夜見・富益工業団地」が立地している。 

 

（感染症） 

米子市は、平成21年度に職員の多くが新型インフルエンザに罹患し業務継続に支障が生じる事態に備え

て「新型インフルエンザBCP」を策定した。令和2年に国内全域で感染拡大した新型コロナウイルス感染症

については、「新型インフルエンザ BCP」を基に新型コロナウイルス対策の特性などに配慮した「新型コロ

ナウイルスBCP」を令和2年4月に策定した。米子市は、新型コロナウイルス感染者数が比較的少ない地域

であったが、新型インフルエンザ等（新型コロナウイルス含む）は、国民の大部分が現在その免疫を獲得し

ていないこと等から、全国的かつ急速にまん延し、かつ病状の程度が重篤になるおそれがあり、また、国民

生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがある。特に飲食業、宿泊業が集中している市中央部（米子

駅周辺、角盤町周辺など）および皆生温泉地区は不特定多数の人々が一定時間滞在することが想定されるた

め、注意が必要と思われる。 
 
（サイバー攻撃） 

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）セキュリティセンターが行った『令和4年度中小企業等に対する

サイバー攻撃の実態調査』に基づく実施報告書では、中小企業におけるサイバー攻撃のリスクについて以下

のように分析している。 

①メールや Web を契機としたウイルス感染リスク：企業単位で約 7 割が標的型攻撃メールを模したメー

ルを開封しており、中小企業側の意識が依然として高くない。 

②不審なアプリケーションを気づかず導入し、ウイルス感染するリスク：正規のアプリケーションに隠れ

て不正なプログラムが動作されることに気が付かないリスクがある。 

③工場系 LAN 等の情報システム部門管理外設備でのウイルス感染リスク：工場系 LAN 等の管理が情報シ

ステム部門の管理外である実態が数多く確認でき、情報システム部門の管理外でのウイルス感染の可能性

がある。 

上記調査は主に「半導体」、「自動車部品」、「航空部品」の3分野の中小企業（製造業）を対象に実施され

たものであるが、米子市にも「電子部品・デバイス・電子回路製造業」や「輸送用機械器具製造業」といっ

た分野の中小企業は複数存在し、またそれ以外にも各産業においてサプライチェーンを構成する中小企業

が数多く存在する。これらのリスクは地域に関係なくすべての中小企業・小規模事業者に及ぶものである。 

 

 

（２）商工業者の状況（令和3年経済センサス活動調査）  

・商工業者数 6,512事業所 

・小規模事業者数 4,337事業所 

 

 

 

 



【内訳】 

業種 商工業者数 小規模事業者数 備考（事業所の立地状況等） 

卸売業 502 274 
主要卸団地及び市内各地に点

在している 

小売業 1,200 715 

米子駅周辺、R431周辺を中心

に市内に広く分布してい

る            

建設業 585 539 市内各地に点在している             

製造業 285 220 
主要工業団地及び市内各地に

点在している 

宿泊業、飲食サービス業 834 543 
米子駅周辺、沿岸部に集中し

ている              

生活関連サービス業、娯楽業 688 596 
幹線道路沿いや市内各地に広

く分布している            

その他 2,418 1,450  

 

 

（３）これまでの取組 

  ア 米子市の取組 

   ・地域防災計画（共通・風水害・震災・津波被害、原子力災害等対策計画）の策定（最終改定令和4年8

月）、総合防災訓練の実施 

   ・米子市まちづくりビジョンによる防災・減災に関する各施策の推進 

   ・新型コロナウィルス感染症米子市事業継続計画の策定（令和2年4月） 

   ・防災に関する情報提供（防災マップ関係、防災よなごHP） 

・防災備品の備蓄 

・災害時の物品提供等について事業者と協定を締結  

 

  イ 米子商工会議所の取組 

   ・事業者BCPに関する国の施策の周知 

   ・事業者BCP策定セミナー（普及啓発、ワークショップ、実践）の開催 

   ・災害時対応マニュアルの策定（令和元年4月）  

   ・米子商工会議所消防計画の策定（平成13年4月） 

   ・経営発達支援計画の策定（令和5年4月） 

・東京海上日動火災保険㈱、損害保険ジャパン日本興亜㈱、あいおいニッセイ同和損保保険㈱と日本商工

会議所が提携した損害保険への加入促進 

   ・防災備品（水、非常食、防災グッズ等）を備蓄 

・鳥取県商工会議所連合会・鳥取県商工会連合会・鳥取県が「大規模自然災害発生時等の連携支援に関す

る協定」を締結（令和元年8月20日） 

   ・米子市が実施する防災訓練への参加及び協力 

 

 

２．課題 

 ・自然災害、感染症等への備えとして、地区内の小規模事業者に対し、事業を継続する対策や保険加入を含む

リスクファイナンスの重要性を周知しているが、保険に加入している事業者、計画策定している事業者が少

ない。 

・地区内の小規模事業者において、サイバー攻撃に対し、対策している事業者が少ない。 

 

 

 

 

 



３．目標 

・地区内の小規模事業者に自然災害、感染症等のリスクを周知し、事前対策の必要性を認識させる。 

・地区内の小規模事業者に対してサイバー攻撃対策が必要であることを周知徹底する。 

・発災後速やかな復興支援策が行えるよう、また域内において感染症発生時には速やかに拡大防止措置を行え

るよう、災害対応体制、関係機関との連携体制、小規模事業者の被害情報収集・連絡体制を平時から構築す

る。 

 

 

４．その他 

  上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県へ報告する。 

 

事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間（令和7年10月27日～令和12年3月31日） 
   

（２）事業継続力強化支援事業の内容 

   米子市と米子商工会議所の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 
 

  ア 事前の対策 

鳥取県商工会議所連合会・鳥取県商工会連合会・鳥取県が締結した「大規模自然災害発生時等の連携支

援に関する協定」（令和元年8月20日締結）について、本計画との整合性を整理し、以下のとおり事前の

対策に取り組み、発災時に混乱なく応急対策等に取り組めるようにする。 

 

① 小規模事業者に対する災害リスク等の周知 

・自然災害に対するリスクとして、ハザードマップ等を用いながら、事業所立地場所の自然災害等のリ

スク及びその影響を軽減するための取組や対策（事業休業への備え、水災補償等の損害保険・共済加

入等）について説明する。 

・感染症リスクに備えた対策として、感染症の発生時における従業員の健康管理体制の強化、リモート

ワークや業務のオンライン化等、事業継続に支障をきたさないための対策について説明する。 

・サイバー攻撃に対するリスクとして、商工会議所が行うDX・AIセミナー等において、サイバー攻撃

により、事業継続が困難となることについて啓蒙し、地区内小規模事業者にサイバー攻撃対策をとっ

てもらうよう促す。 

・商工会議所会報や市町村広報誌、ホームページ、メールマガジン、経営指導員等による企業巡回等に

おいて、国の施策の紹介や、リスク対策の必要性、損害保険の概要、事業者BCPに積極的に取り組む

小規模事業者の紹介等を行う。 

 

② 小規模事業者のBCP策定支援 

・小規模事業者の事業継続力強化計画策定状況を把握するとともに、小規模事業者に対し、事業者BCP

（即時に取組可能な簡易的なもの含む）の策定による実効性のある取組の推進や、効果的な訓練等に

ついて指導及び助言を行う。 

・小規模事業者の事業継続力強化計画策定状況を把握するとともに、小規模事業者に対し、事業継続力

強化計画策定のためのワークショップ（自然災害、感染症、サイバー攻撃）及び個別支援を行う。 

・事業継続の取組に関する専門家を招き、小規模事業者に対する普及啓発セミナーや行政の施策の紹

介、損害保険の紹介等を実施する。 

・ワークショップなどの県との共催等により、事業者BCPの作成を推進する。 

 

③ 商工会議所自身の事業継続計画の作成 

     米子商工会議所は、令和元年4月に事業継続計画を作成。 

 

   ④ 関係団体等との連携 

    ・東京海上日動火災保険㈱、損害保険ジャパン日本興亜㈱、あいおいニッセイ同和損保保険㈱と日本商

工会議所が提携した損害保険への加入促進。 

    ・関係機関への普及啓発ポスター掲示依頼、セミナー等の共催。 



   ⑤ フォローアップ 

    ・小規模事業者の事業者BCP等取組状況を、各種セミナーやイベントの際にアンケートを実施するこ 

とで確認。 

・米子市と米子商工会議所で事業者 BCP の推進について検討する場を設け、状況確認や推進方策等に

ついて協議する。 

 

⑥ 当該計画に係る訓練の実施 

自然災害の具体的な想定（震度6弱の地震、河川の氾濫等）に基づき、米子市、米子商工会議所、そ

の他関係団体等との連絡ルートの確認等の訓練を実施する。 

 

 
 

イ 発災後の対策 

自然災害等発災時には、人命救助及び被災者の災害救助が第一であることを踏まえた上で、下記のとお

り地区内の事業者支援対策を実施する。 

 

   ① 応急対策の実施可否の確認 

     米子商工会議所は、発災後48時間以内に職員の安否確認（緊急連絡網等の情報手段を利用して安否

や業務従事の可否を確認）し、その状況及び体制について米子市と共有する。 

 

② 応急対策の方針決定 

・米子市は、米子商工会議所と家屋被害や道路状況等大まかな被害状況を随時共有する。 

・米子商工会議所は地域内の事業者の大まかな被害状況を米子市と共有する。 

・米子市と米子商工会議所との間で、被害状況や被害規模に応じた応急対策の方針を決め、災害の規模

に応じて必要な体制を取る。 

（豪雨における例） 職員自身の目視で命の危険を感じる降雨状況の場合は、出勤をせず、職員自身

がまず安全確保をし、警報解除後に出勤する。等。 

 

 

被害規模 被害の状況 

大規模な被害がある 

・地区内10%程度の事業所で、「屋根や看板が飛ぶ」等の被害が発生して

いる。 

・地区内1%程度の事業所で「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」等、大

きな被害が発生している。 

・被害が見込まれる地域において連絡が取れない、もしくは交通網が遮

断されており、確認ができない。 

被害がある 

・地区内1%程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラスが割れる」等、

比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内0.1%程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」等、

大きな被害が発生している。 

ほぼ被害はない 目立った被害の情報がない。 

     ※なお、連絡が取れない区域については、大規模な被害が生じているものと考える。 

     米子商工会議所は、職員全員が被災する等により地域内の事業者への応急対策ができない場合、対応

可能な職員を踏まえ、（米子商工会議所の災害時対応マニュアルに基づき）業務の優先順位に応じて

役割分担を決める。 

 
 

ウ 被害状況の県への報告 

    米子商工会議所は、事業者の被害状況に係る情報を、県（商工労働部企業支援課）に報告する。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 発災時における指示命令系統・連絡体制 

   ・自然災害等発生時に、地区内の小規模事業者の被害情報の迅速な報告及び指揮命令を円滑に行うことが

できる仕組みをあらかじめ別添（米子商工会議所の災害時対応マニュアル）の通り構築した。 

   ・二次被害を防止するため、米子市業務災害計画の基準判定に基づき活動する。 

 

 
 

オ 応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援 

・米子市と米子商工会議所は、相談窓口の開設について相談する（米子商工会議所は、国の依頼を受けた

場合は、特別相談窓口を設置する。）。 

・安全性が確認された場所において、相談窓口を設置する。 

・地区内小規模事業者等の被害状況の詳細を確認する。 

   ・米子市と米子商工会議所は、応急時に有効な被災事業者施策（国や都道府県、市町村等の施策）につい

て、地区内小規模事業者等へ周知する。 

 
   

カ 地区内小規模事業者に対する復興支援 

   ・米子市、米子商工会議所、県等関係機関で協議の上、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者

に対し支援を行う。 

   ・被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、鳥取県商工会議所連合会・鳥取県商

工会連合会・鳥取県が締結した「大規模自然災害発生時等の連携支援に関する協定」（令和元年8月20

日締結）に基づき、他の地域からの応援派遣等を県や他地域の商工会・商工会議所等に相談する。 

 
 

キ 代替企業の紹介によるサプライチェーンの維持 

    「大規模自然災害発生時等の連携支援に関する協定」に基づき、地域内企業の状況を踏まえ、他の地域

の商工会・商工会議所と被災事業の代替が可能な企業のマッチングを行い、サプライチェーンの維持を

図る。 

 
 

ク その他 

    上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県（企業支援課） 経済産業局等 

商工会議所 

市町村 



（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和6年12月現在） 

 

（１）実施体制（商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／関係市町村の事業継続力強化支援事業

実施に係る体制／商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 等） 

（災害発生時の連絡体制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営指導員による

情報の提供及び助言に係る実施体制 

① 当該経営指導員の氏名、連絡先 

   中小企業相談所 所長 竹谷 正一（連絡先は後述（３）①参照） 

② 当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

   ※以下に関する必要な情報の提供及び助言等を行う 

   ・本計画の具体的な取組の企画や実行 

   ・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（1年に1回以上） 

 
（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

① 米子商工会議所 

   米子商工会議所 産業振興課 

   〒683-0823 鳥取県米子市加茂町2－204 

   TEL： 0859-22-5131  /  FAX：0859-22-1897 

   E-mail：cci@yonago.net（代表） 

② 関係市町村 

   米子市 経済部商工課 

   〒683-8686 鳥取県米子市加茂町1-1（市役所本庁舎2階） 

   TEL： 0859-23-5217  /  FAX：0859-23-5354 

   E-mail：shoko@city.yonago.lg.jp 

 
（３）その他 

   上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米子商工会議所 

事務局長 米子市災害対策本部 

 

商工業の被害調査 

               被害状況まとめ 

 

  報告 

 

米子商工会議所（事務局） 

法定経営指導員 

経済部 商工班 

（班長・経済戦略課長） 総務部 

総務班 

連携 

連絡調整 

 



（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                            （単位 千円）  

 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 

必要な資金の額 500 500 500 500 500 

 

・専門家派遣費 

・セミナー開催費 

・パンフ、チラシ広報費 

90 

300 

110 

90 

300 

110 

90 

300 

110 

90 

300 

110 

90 

300 

110 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

 

米子市補助金、県交付金 等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 

（別表４） 

事業継続力強化支援計画を作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して事業継続力強化

支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

－ 

連携して実施する事業の内容 

－ 

連携して事業を実施する者の役割 

－ 

連携体制図等 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．申請時の確認事項 
  事業継続力強化支援計画の認定申請においては、以下の事項が記載されていることを確認の上、申請してくだ

さい。 

 

記載項目 記載ﾁｪｯｸ 

（別表１）事業継続力強化支援計画 

 事業継続力強化支援事業の目標 

 １ 現状 ○ 

（１）地域の災害リスク ○ 

（２）商工業者の状況 ○ 

（３）これまでの取組 ○ 

２ 課題 ○ 

３ 目標 ○ 

 事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 （１）実施期間 ○ 

 （２）事業の内容 ○ 

 ア 事前の対策 ○ 

 ① 小規模事業者に対する災害リスクの周知 ○ 

 ② 商工会、商工会議所自身の事業継続計画の作成 ○ 

 ③ 関係団体等との連携、フォローアップ、訓練の実施等 ○ 

 イ 発災後の対策 ○ 

 ① 応急対策の実施可否の確認 ○ 

 ② 応急対策の方針決定 ○ 

 ウ 被害状況の県への報告 ○ 

 エ 発災時における指示命令系統・連絡体制 ○ 

 オ 応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援 ○ 

 カ 地区内小規模事業者に対する復興支援 ○ 

 キ 代替企業の紹介によるサプライチェーンの維持 ○ 

（別表２）事業継続力強化支援事業の実施体制 

  （１）実施体制 ○ 

  （２）経営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 ○ 

  （３）商工会又は商工会議所、関係市町村連絡先 ○ 

（別表３）事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

  必要な資金の額 ○ 

  調達方法 ○ 

（別表４）当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して事業継続力強化支援事業を実施す

る者とする場合 

  当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 － 

  当該者との連携に関する事項 － 

添付資料 米子商工会議所の災害時対応マニュアルにて代用 ○ 

 


